
利用定員
入所　１００名（うち認知症専門棟４６名）

通所　５０名

施設内研修の実施及び外部研修（全国老人保健施設協会、神奈川県介護老人保健施設協会、県社会福
祉協議会、法人グループ研修会等）に参加しています。

4. 施設の概要

（1） 構造等

敷　地 ５４３９．６９㎡

建　物

構　造 ３階建　　鉄骨造

延べ床面積 ４３４８．８７㎡

（1） 施設の目的

要介護状態と認定された方に、医療、看護、介護、リハビリテーション等のサービスを提供し、利用
者様がその有する能力に応じた日常生活を営めるよう支援を行い、心身の自立・家庭復帰を目指す施
設です。また、利用者様が、その方らしく、穏やかに安心してお過ごしいただけますよう支援させて
いただきます。

（2） 運営方針

当施設は、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活のケ
アを行うことにより、利用者様の心身の機能維持・回復に努め、その方の能力に応じた日常生活を営
むことができるよう、常に利用者様とご家族の意思及び人格を尊重し、利用者様と同じ目線に立って
サービスを提供いたします。また、明るく家庭的な雰囲気の中、地域と家庭はもとより、市町村、居
宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他施設サービス事業者との密接な連携を重視しておりま
す。

（3） その他、従業員研修について

ＦＡＸ番号 ０４５－８００－１７１６

介護保険事業所番号 1453680071

施設長の氏名 田中 景子

電話番号 ０４５－８００－１７１７

事業所の所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-1200号

代表者の氏名 理事長　東上 震一

事業所の連絡先 ０６－６３４６－２８８８

3. 施設の目的及び運営方針

介護老人保健施設　ゆめが丘　入所サービス重要事項説明書

令和6年4月1日改定

1. 事業者（法人）の概要

事業者の名称 医療法人　徳洲会

2. ご利用施設

施設の名称 介護老人保健施設ゆめが丘

施設の所在地 神奈川県横浜市泉区和泉町１２０２



早 番 ７：００～１５：３０ 日 勤 ８：３０～１７：００

遅 番
２Ｆ）１０：３０～１９：００ 夜 勤 １６：３０～９：００

３Ｆ）１１：００～１９：３０

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 5 非常勤を含む

6. 職員の勤務体制

勤務体制 時 間 勤務体制 時 間

薬剤師 2 非常勤 管理栄養士 1

介護職員 28 非常勤を含む 支援相談員 3

看護職員 13 非常勤を含む 介護支援専門員 1

施設長（医師） 1 事務員 5 非常勤を含む

5. 職員体制

職　種 員数 備　考 職　種 員数 備　考

診察室 1 特殊浴室 2 浴槽２台完備

機能訓練室 1 一般浴室 1

食堂 3 談話室 3

主な設備の種類 数 備考 主な設備の種類 数 備考

居室の変更について

① 利用者様及びご家族から、居室及び使用ベットの変更希望の申し出があった場合は、療養室全体の
状況を考慮しながら、検討させていただきます。

② 利用者様の心身の状況及び環境等の変化により、入所後に居室を変更する場合がございます。その
際は利用者様やご家族と協議の上、決定させていただきます。

（4） 主な設備

２階　一般療養棟　５４床
１人室 ６室

４人室 １２室

３階　認知症専門棟　４６床
１人室 ６室

４人室 １０室

通所リハビリテーション
定員５０名

予防通所リハビリテーション

（3） 療養室

フロアーの種類 居室の種類 室数

（2） 事業の種類

事業の種類

入所サービス 定員１００名

短期入所療養介護
（短期は空床利用型）

予防短期入所療養介護



相談援助
利用中の要望、施設の提供するサービス、接遇に関する要望、退所後の居宅サービスに
関する調整等の相談業務を行います。

排 泄
利用者様の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な
援助を行います。

離 床 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮いたします。

整 容 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助いたします。

機能訓練
施設サービス計画に基づき、理学療法士等が、利用者様の身体機能の維持と回復を目的
とした機能訓練を行います。

入 浴

入浴は週２回行います。
（一般棟：火曜・水曜、金曜・土曜、認知棟：月曜・木曜になります。）
※一般棟はご案内の居室により入浴日が異なります。
状態に合わせて、一般浴槽のほかに特殊浴槽もご利用になれます。
また身体の状況により入浴できないときは清拭を行います。

医療・看護

① 看護師と医師が連携し、利用者様の心身状況を把握しながら適切な指導を行いま
す。

② バイタルチェック（体温・血圧・脈拍測定）及び服薬管理などの必要な管理を行い
ます。

③ 利用者様の心身状況に異常があった場合は、当施設の医師が対応し適切な処置を取
るとともに、協力医療機関と連絡をとりながら速やかに対応いたします。

　　昼 食　　　　１２：００～１３：００ 夕食：６７０円

　　夕 食　　　　１８：００～１９：００ おやつ：３０円

管理栄養士の作成する献立表により、栄養並びに利用者様
の身体的状況に配慮した食事（治療食・きざみ食・ミキ
サー食・ソフト食等対応可能）を提供いたします。
食事は離床して食堂にて召し上がっていただくことを基本
にしております。

上記料金に対しては所得に応
じて減額の対象となる方もい
らっしゃいます。

※対象者の方は減額証の提出
が必要となります。

7. 施設サービスの内容と利用料

（1） 介護保険給付対象基本サービスと利用料（１日あたり）

種 類 内 容 自己負担額

食 事

≪食事内容≫ 朝食：３６０円

　　朝 食　　　　　８：００～９：００ 昼食：７２０円



※施設サービス費は、介護保険者証の介護度を確認の上、請求させていただきます。上記料金に加え、
その他の加算内容については各利用者様によって異なります。

※在宅復帰・在宅療養支援等指標

１０の評価項目（在宅復帰率、ベッド回転率、入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割
合、居宅サービスの実施数、リハ専門職の配置割合、支援相談員の配置割合、要介護４又は
５の割合、喀痰吸引の実施割合、経管栄養の実施割合）について、各項目に応じた値を足し
合わせた値（最高値：９０）

例)在宅復帰率の評価に応じた値

在宅復帰率が５０％超で２０、 ３０％超で１０、 ３０％以下で０
ベッド回転率の評価に応じた値：

ベッド回転率が１０％以上で２０、 ５％以上で１０、 ５％未満で０

注）加算型の場合、次ページの「在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅰ」が算定されます。

◆基本型算定要件◆

●在宅復帰・在宅療養支援等指標※ ：２０以上

●リハビリテーションマネジメント：要件あり ●退所時指導等：要件あり

●地域貢献活動：要件なし ●充実したリハ：要件なし

2,997

◆加算型算定要件◆

●在宅復帰・在宅療養支援等指標※ ：４０以上

●リハビリテーションマネジメント：要件あり ●退所時指導等：要件あり

●地域貢献活動：要件あり ●充実したリハ：要件なし

要介護５ 1,085 2,170 3,255 999 1,998

2,663

要介護４ 1,030 2,060 3,091 947 1,893 2,840

要介護３ 973 1,947 2,920 888 1,775

要介護１ 850 1,700 2,550 769 1,537 2,306

要介護２ 904 1,807 2,711 818 1,636 2,454

(2)  介護保険給付対象特定サービスと利用料

【加算型・基本型】

施設サービス費

多床室 個室

自己負担額（円） 自己負担額（円）

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割



81 163 244 円/日

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
276 553 829 円/日

10 円/月

認知症により日常生活に支障を来たす様な症
状、行動又は意思疎通の困難さが見られるこ
とから介護を必要とする認知症専門棟で対応
を受けている入所者に対して介護保険施設
サービスを行った場合加算されます。

認知症ケア加算

認知症短期集中
129 257 386 円/日

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
215 429 644 円/日

実施加算（Ⅱ）

認知症短期集中
276 514 772 円/日

夜勤職員配置加算 26 52 77 円/日
夜勤職員の配置が基準を満たしている場合
（認知症専門等のみ）。

サービス提供体制強化
加算Ⅰ

23 47 70 円/日
介護福祉士80％以上または勤続10年以上の介
護福祉士が35％以上。

療養食加算 7 13 19 円/食
糖尿病食、腎臓病食等の特別食を提供する際
に加算されます。

在宅復帰在宅療養
54 109 164

厚生労働大臣が定める基準により、在宅復帰
在宅療養支援等評価指標として算出される数
が報酬上の評価における区分が要件に満たし
ている場合に算定されます。

支援機能加算Ⅰ

初期加算（Ⅱ） 32 64 96 円/日 入所日から30日の期間にのみ加算。

項 目
料 金

内 訳
１割 ２割 ３割

初期加算（Ⅰ） 65 129 193 円/日

空床情報を地域の医療機関へ提供し、施設
ウェブサイトにおいても公表している場合。
入所日から30日の期間にのみ加算。

入所から３ヶ月以内の期間に集中的なリハビ
リテーションを実施した際に加算されます。

入所から３ヶ月以内の期間に集中的なリハビ
リテーションを実施した際、また、退所後生
活する居宅等を訪問し、退所後の生活環境を
踏まえたリハビリ計画を作成した場合に加算
されます。

外部研修を受けた担当者を配置、事故防止に
関する委員会・研修等を実施していること。

加算Ⅰの要件に加えて、施設入所時等の評価
の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされ
た入所者等について褥瘡の発生のないこと。

入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリス
クについて、施設入所時等に評価するととも
に、少なくとも３ヶ月に１回、評価を行い、
その評価結果等を厚生労働省に提出し、当該
情報等を活用していること。

入所から３ヶ月以内の期間に集中的なリハビ
リテーションを実施した際に加算されます。

入所から３ヶ月以内の期間に集中的なリハビ
リテーションを実施した際、また、入所時及
び1ヶ月に1回以上ADLを評価し、その結果を厚
生労働省に提出した場合に加算されます。

実施加算（Ⅰ）

（Ⅰ）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

（Ⅱ）
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

安全対策体制加算 22 43 64 円/月

褥瘡マネジメント加算
（Ⅱ）

14 28 42 円/月

褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ）

4 7



入所前後訪問
指導加算Ⅰ

退所時情報
536 1,072 1,608 円/月

入所者が居宅へ退所後、主治医へ心身の状
況、生活歴などの情報を提供した場合に加算
されます。

提供加算（Ⅰ）

緊急時治療管理 555 1,111 1,666 円/日

退所時栄養
情報連携加算

円/月

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 月額算定 円/月

口腔衛生管理加算Ⅰ 96 192 289 円/月

緊急の場合に特定な医療行為（投薬・検査・
処置等）を行った場合。

入所期間が１月を超えると見込まれる入所者
に対し、入所予定日前30日以内又は入所後7日
以内に退所後生活する居宅に訪問し、早期退
所に向けた施設サービス計画の策定及び方針
を決定した場合に加算されます。

外泊時費用

円/月

入退所前連携加算Ⅱ

経口移行加算 円/日30 60 90

項 目
料 金

１割 ２割 ３割

75 150 225

円/日

退所時情報
268 536 804 円/月

入所者が医療機関へ退所（入院）後、医療機
関へ心身の状況、生活歴等の診療情報を提供
した場合に算定されます。

指導加算（Ⅱ）

388

429 858 1,287

介護職員の処遇改善の為加算されます。
算定額＝所定単位数×加算率(7.5%）×地域単
価(10.72)×自己負担(10%)　※

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者
に対し口腔ｹｱを月2回以上行うこと。歯科衛生
士が、入所者に係る口腔ケアについて、介護
職員に対し、具体的な技術的助言と指導を行
うこと。

内 訳

厚生労働省が定める特別食（糖尿病食、腎臓
病食等）を必要とする入所又は、低栄養状態
にある方の栄養管理の情報を、退所先の医療
機関に情報を提供した場合に加算されます。

経口移行計画に従い管理栄養士及び言語聴覚
士による支援を行った場合に加算されます。

退所前に指定居宅介護支援事業所への情報提
供した場合に算定されます。

482 965 1,448

776 1,164 円/日

外泊をされた場合に施設ｻｰﾋﾞｽ費にかえて加算
します。1月に6日を限度に算定されます。
（外泊初日と最終日は介護度別１割負担分に
て算定されます。）

所定疾患施設療養費Ⅰ 257 513 769 円/日

肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢
性心不全の増悪等発症時に、投薬、検査、注
射、処置等を行った場合に加算されます。（7
日間）



　注：1

　注：1

　注：1

　注：2

※所定単位数：基本ｻｰﾋﾞｽ費に各種加算減算を加えた総単位数

注：2）介護職員等処遇改善加算Ⅰは、令和6年6月1日から算定開始。

円/月介護職員等
特定処遇改善加算Ⅰ

月額算定 円/月
介護職員

ベースアップ等
支援加算

月額算定

77 154 231 円/日 死亡日45日前～31日前

ターミナルケア

ターミナルケア加算

医師が医学的知見に基づき、回復する見込みがないと判断した利用者様で、入
所者様やご家族様から看取りの同意を得て、ターミナルにかかる計画を作成
し、各職種が共同してターミナルケアを行った場合に算定。（お亡くなりにな
られた日によって加算額は変動）。

◇上記加算全てが施設ご利用中にかかるわけではございません。ご利用者様によって加算内容に違いが
ございます。また、介護保険負担割合証にて利用者負担の割合を確認し、請求させていただきます。

2,037 4,074 6,111 円/日 死亡日

円/月介護職員等
処遇改善加算Ⅰ

注：1）介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・介護職員ベースアップ等
支援加算は、令和6年5月31日までで算定終了。

所定単位数×加算率（3.9%）×地域単価
（10.72%）×自己負担（10%）　※

所定単位数×加算率（2.1%）×地域単価
（10.72%）×自己負担（10%）　※

所定単位数×加算率（0.8%）×地域単価
（10.72）×自己負担割合（10％）※

所定単位数×加算率（7.5%）×地域単価
（10.72%）×自己負担（10%）　※

ターミナルケア加算31

月額算定 円/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ

月額算定

排せつ支援加算（Ⅱ） 16 32

976 1,951 2,927 円/日

172 343 515 円/日ターミナルケア加算11

ターミナルケア加算21 死亡日前々日、前日

死亡日30日前～4日前

内 訳項 目
料 金

１割 ２割 ３割

11 21 31 円/月

排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介
護状態の軽減の見込みについて、医師又は医
師と連携した看護師が施設入所時等に評価す
るとともに、３ヶ月に１回支援計画を見直し
評価をすること。

48 円/月

加算Ⅰの要件に加えて、施設入所時等の評価
の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時等と比較して、排尿・排
便の状態の少なくとも一方が改善するととも
にいずれにも悪化がない、または、おむつ使
用ありから使用なしに改善していること

排せつ支援加算（Ⅲ） 21 43 64 円/月

加算Ⅰの要件に加えて、施設入所時等の評価
の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時等と比較して、排尿・排
便の状態の少なくとも一方が改善するととも
にいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用
ありから使用なしに改善していること

排せつ支援加算（Ⅰ）



（4）利用料金の支払方法

ご利用料金につきましては毎月、月末締めで計算し、翌月の１０日前後に請求書を郵送さ
せていただきます。お支払いは原則、口座引き落とし（27日）とさせていただきます。
なお、面会時の窓口払い（受付時間：平日の午前９時～午後４時３０分）、下記口座への
振込みも対応可能の場合もございますので、ご希望の場合はご相談下さい。

振込先：三菱ＵＦＪ銀行　虎ノ門中央支店　普通　００３１１８６

※ 当施設のデイケアをご利用の方は、口座引き落としとさせていただきます。

診断書等文章作成料 施設長が作成する診断書等の文章作成料 ３,３００円

健康管理費 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・肺炎等の予防接種費 実　費

居室代
多床室（4人部屋） ６５０円/日

個室 １,８００円/日

健康診断受診代 他施設へ申し込む際に必要となります。 実　費

食　費

朝 ３６０円/１食

昼 ７２０円/１食

夕 ６７０円/１食

おやつ代 ３０円/１食

洗濯代 業者洗濯をご希望の方が対象となります。 １４７円/日

カット（リクライニング） 1,９００円/日

パーマ ４,５００円/日

カラー ４,５００円/日

カット 1,８００円/日

（第２・４水曜日）

理美容

衣類Bセット
３７９円/日

パジャマ、日常着、靴下
外部委託業者扱い

個室利用料 ２階個室をご希望の方が対象となります。 ２,２００円/日

入所セット

３２４円/日

外部委託業者扱い

衣類Aセット
パジャマ、日常着、靴下、Ｔシャツ、

肌着、下着

４８４円/日

外部委託業者扱い

（3）その他のサービスと利用料（介護保険適用外）

下記のサービスご利用は全額利用者様負担となります。

種　　類 内　　容 自己負担額

歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、う
がい用コップ、テッシュ、リンスイン
シャンプー、ボディシャンプー、薬用ハ
ンドソープ、大判タオル、フェイスタオ
ル、お手拭きタオル



面会時間は午前９時から午後８時までです。面会は毎日可能です。当施設はご家族とのふれあいを大
切にしておりますので、ご都合のつく限り面会にお越しください。なお、面会の際は各階のサービス
ステーションの面会簿にご記入ください。

（3）外出・外泊

当施設の目的は家庭復帰であり、ご家族とのつながりが希薄にならないよう利用者様の状態に応じて
ご家族へ外出・外泊をお願いすることがありますので、可能な限りご協力をお願いいたします。な
お、外出・外泊をされる際は、届け出が必要となります。

（4）衣類の洗濯

衣類の洗濯は、原則としてご家族にお願いしております。洗濯物を溜めないこと、及び、衣類の不足
がなければ、お持ち帰りは週に２～３回程度で充分です。また、私物洗濯の専門業者のご紹介もして
おりますのでご希望の方はお申し込みください。なお、洗濯物が溜まりすぎてしまう方、お持ち込み
の衣類が少なく、追加をお持ちいただけない方については、私物洗濯の専門業者へのお申し込みをお
願いすることもありますのでご了承ください。

消防計画等 防火管理者：阿部 卓

10. 確認事項

（1） はじめに

当施設は「永住」のための施設ではなく、家庭復帰を目的とした施設です。そのため、原則として
３ヶ月毎に入所継続の可否を検討し、可能な限り家庭復帰への働きかけをいたしますので、ご理解の
ほどお願いいたします。

（2） 面会

正常時の訓練
別途定める「介護老人保健施設ゆめが丘消防計画」に従い、消火、通報及び非
難の訓練を年２回行います。

防災設備
自動火災報知設備、誘導灯、防火設備、非常警報、避難器具（滑り台）、火災
通報、消火器具、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、非常電源、（非常発電、蓄電池設備）

協力歯科

医療機関 渡瀬歯科医院

所在地 横浜市泉区和泉町１３９６

電話番号 ０４５－８０３－５３３５

関連病院

医療機関 湘南鎌倉総合病院

所在地 鎌倉市岡本１３７０番１

電話番号 ０４６７－４６－１７１７

9. 非常災害時の対策

非常時の対応 別途定める「介護老人保健施設ゆめが丘消防計画」に従い、対応を行います。

8. 協力医療機関等

協力病院

医療機関 湘南第一病院

所在地 藤沢市湘南台１－１９－７

電話番号 ０４６６－４４－７１１１



事故による受傷が見られた際は、直ちに施設長が診察し適切な処置や治療を行ないます。また、ご家
族にご連絡差し上げるとともに、受傷の程度に応じて協力医療機関と連携を取り、速やかに対応させ
ていただきます。休日や夜間など、施設長が不在の場合は、看護師の判断で、救急医療機関に受診し
ていただきます。なお、事故後は事故報告書を作成し、事故の原因究明、事故防止に努めます。

（12）秘密の保持及び個人情報の保護

当施設職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する秘密を正当な理由なく
第三者に漏らしません。但し、個人情報使用同意書に定めた情報提供については、利用者及びご家族
から、予めにて同意を得た上で行うこととします。情報提供は必要最低限にとどめ、関係者以外の者
に漏れることのないよう細心の注意を払います。

入所中は当施設の医師である施設長が利用者様に対しての主治医となり、薬は施設長が処方いたしま
す。その際、入所中の身体状況の変化による薬の増減や、当施設で扱っている薬の関係で服用する薬
の名前が変わることがありますのでご了承ください。

（9）身体的拘束、その他の行動制限について

当施設は利用者様に対し、身体的拘束、その他の行動制限を一切行ないません。施設の方針について
ご理解いただけますようお願いいたします。

（10）入所中の転倒や受傷について

環境の変化等の理由により認知症の症状の出現または進行の可能性や、夜間の不眠や徘徊等の行動に
よる転倒、ベッドからの転落、トイレでの移乗時にバランスを崩しての転落等の事故も予想されま
す。職員一同、事故防止には日々最善の努力をしておりますが、これらを完全に回避することは困難
であることをご理解いただけますようお願いいたします。

（11）事故の対応について

入所中は預り証を発行の上、介護保険証・介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証を当施設
で預からせていただきます。
預り証と引き換えにお返しいたしますので、預り証はお手元に保管願います。

（6）保険証の変更について

介護保険証や健康保険証等に変更が生じた場合は速やかに当施設へご連絡ください。

（7）医療機関への受診

入所中に大きな受傷や容態の急変が起きた場合には、直ちにご家族へ連絡し、受診先を決定いたしま
す。その際の搬送については当施設で手配いたしますが、その後の対応についてはご家族のご協力を
お願いいたします。
受診時の医療費の支払いについては、入所中の受診は、法律上、医療保険が適用されるものとされな
いものに分かれております。適用されるものについては利用者様負担、されないものについては当施
設が負担となります。
なお、受診の際、先方の医療機関宛に診療情報の提供が必要となりますので、無断で受診なさらない
ようお願いいたします。
また、外出・外泊時の受診についても、入所中と同様の扱いになりますので、受診前にご一報くださ
るようお願いいたします。

（8）薬について

（5）介護保険証のお預かり



（6）食べ物の持ち込みは一切禁止となります。飲料水に関しては、その場で飲んで頂き、取り置きや
お預かりは致しません。万が一、持ち込みが発見された場合は、施設利用をご遠慮頂く場合もございま
す。但し、利用者様の状態により、施設で提供する食事以外の物が必要であると判断した場合はその限
りではありません。

神奈川県国民健康保険 横浜市西区楠町２７番地１

団体連合会（国保連） ＴＥＬ０４５－３２９－３４００

受付時間
月曜日～土曜日　８時３０分～１７時００分

（その他時間帯については応相談）

（2） 公的機関の受付窓口

横浜市泉区役所

横浜市泉区和泉町４６３６－２　横浜市泉区役所

ＴＥＬ０４５－８００－２４３６　
福祉保健センター高齢・障害支援課

ＦＡＸ０４５－８００－２５１３

12.苦情・要望・意見の受付について

当施設では支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。
要望や苦情などは、支援相談員担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、１階窓口に
備え付けられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。

（1） ゆめが丘受付窓口

責任者 看護師長、事務長

担当者 支援相談員

電話番号 ０４５－８００－１７１７

11.禁止事項

（1）当施設では、他の利用者様に対し、営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止させていただ
いております。

（2）喫煙につきましては、神奈川県条例にて施設内、施設敷地内は全面禁煙となっておりますので、
ご了承下さい。

（5）コンセントを利用する電化製品のお持込もご遠慮いただいております。

（4）金品・貴重品の紛失・盗難についての責任は一切負いかねますので、持ち込まないようにしてく
ださい。刃物類等の危険物に対しても同様にお願いいたします。

（3）飲酒につきましては、身体的な影響や他の入所者に迷惑がかかることがあるため、原則として禁
止させていただきます。ただし、特別な行事の際にはご用意させていただく場合もございます。


